
和歌山市長　様

次のとおり減額の申告をします。

年 月 日 

全　　体　 居住部分

　　 年 月 　日

建 築 年 月 日

　　 に係る確認項目及び添付書類の確認については、２ページ目（両面コピーの場合は裏面）

添　付　書　類
（写し可）

□管理計画の認定通知書又は助言・指導内容実施等証明書

※　長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置

　　 に記載しています。

《備　　　考》

※　この申告書は各区分所有者ごとにご記入いただく必要があります。

住　　　　所

氏名（名称）

電　　　　話

長寿命化に資する大規模修繕工事が行われた
マンションに対する固定資産税の減額申告書

申　告　者

（納税義務者）

年　　　　月　　　　日

所　　 在　　 地 和歌山市

□大規模の修繕等証明書

□総戸数を確認できる書類

□修繕積立金引上証明書

家　屋　番　号

□木造　　□鉄骨造　　□軽量鉄骨造　　□鉄筋コンクリート造
□鉄骨鉄筋コンクリート造　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□過去工事証明書

㎡ ㎡ 

種　　　　　　類

構　　　　　　造

床　　 面　　 積

工事完了年月日



Ｎｏ．

1

2

3 修繕積立金引上証明書

4

　　併用はできません。

　　フォーム、省エネリフォーム及び長期優良住宅化リフォームに係る固定資産税減額制度との

過去工事証明書

証明書 発行者

（各種書類は写し可）

5 大規模の修繕等証明書

6
総戸数を確認できる書類
（設計図等）

　長寿命化工事完了翌年度の建物部分の固定資産税額が３分の１相当分減額されます。

　【具体的要件】　●　区分所有者の専有部分が居住用部分であること。

　　　　　　　　　　　●　１００㎡相当分までが減額対象となります。

登録を受けた建築士事務所に属する建築士又は住
宅瑕疵担保責任法人

【３】　工事期間の確認

　□　 令和５年４月１日から令和７年３月３１日までの間に工事が完了している。

【４】　対象工事の確認

　　　　適切に行っている。

　　　　　長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに
　　　　　対する固定資産税の減額措置に係る確認項目

　□　 屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事を全て一体で行っている。

マンション管理士又は登録を受けた建築士事務所に
属する建築士

【管理計画認定マンションの場合】　　　　　　 下記表のＮｏ．１・３・４・５・６の書類が必要

【助言又は指導を受けたマンションの場合】　下記表のＮｏ．２・４・５・６の書類が必要

　　　　 額を管理計画の認定基準まで引き上げている。

和歌山市（問い合わせ先：住宅政策課）
管理計画の認定通知書

助言・指導内容実施等証明書

　　　　 を行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなっている。

　　□　市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、令和３年９月１日以降に修繕積立金の

　□　長寿命化工事完了後３ヶ月以内に必要書類を添付して申告を行う。

《添付書類の確認》　

【５】　修繕積立金等の確認 (以下のいずれか)

【６】　申告期限の確認

　　□　市からの長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直し

　※都市計画税は、減額の対象になりません。

　※大規模修繕工事と同時に増築等がある場合は、固定資産税・都市計画税が新たに課税され

　　 ることが ありますのでご注意ください。

《減額の内容》

　※この減額措置の適用は、１戸について１回限りとなり、住宅の耐震リフォーム、バリアフリーリ

【１】　家屋の確認

　□　 築後２０年以上経過している総戸数が１０戸以上の区分所有マンションである。

【２】　過去の工事の確認

　□　 屋根防水工事、床防水工事及び外壁塗装等工事を含む長寿命化工事を過去に１回以上


